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民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱を受けたボラン
ティアです！地域住民の身近な相談相手として暮らしの中の悩み
事、心配ごとをお聞きし、必要な福祉サービスを受けられるよう行政
や専門機関につなぐ役割を担っています。 

現在、全国では約 23 万人、宿毛市では 64 人の委員が住民の
相談のほか、高齢者の見守り、子育て支援など誰もが安心して生
活できる地域づくりのために日々活動しています。 

 

 

主任児童委員は、民生委員・児童委員の中から厚生労働大臣
が指名し、児童に関することを専門に担当をしています。学校や児
童相談所といった児童に関する機関と連携し、地域の児童福祉の
向上に向けて活動をしています。 

現在、全国では約 2 万１０００人、宿毛市では 5 人の主任児童委
員が活動しています。 

  

※５月の無料法律相談は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の

ため中止とさせていただきます。 

【主任児童委員】 

【民生委員・児童委員】 
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支え合いの地域づくり支え合いの地域づくり支え合いの地域づくり支え合いの地域づくり    

 

 

東宿毛駅の花壇について再度取材しました。 

 今回も宿毛市の 「「「「 お花お花お花お花 おもて なし 事業」おもて なし 事業」おもて なし 事業」おもて なし 事業」 を活用し

て植え替えや増設をされています。 

「日頃から体操で集まるため、花が好きな人が多い事はわか

っていたので、植える花は地区の花好きのメンバーで選んで、

手入れも集まってやっています。休憩に座る切り株も森林組

合から提供してもらいました。」 

「周辺のゴミ拾いを学校などの団体がボランティアでしてい

るので、今後は各団体がバラバラにやらずに学校も地域も一

緒に出来たらと考えています。」 

 

沖須賀地区長、 

さわやか協議体 

メンバー 

令和 ２年 ３月 ６日  現在  

生活支援コーディネーターより・・・ 

「日頃からの集まりがあると、いざという時に地域で結束しやすいで

すよね。色々な活動を通して地元への愛着が持てるように、というお

話もされていました。 

人と人が『『『『 おたが いさまおたが いさまおたが いさまおたが いさま 』』』』でつながり、花も笑顔もあふれる地域にな

るよう〈さわやか協議体〉でも注目しています。」 

 

 

今回は、花でつながる沖須賀のお話です！ 

続けて、2 月 24 日の高知新聞に掲載され話題になったコイが泳ぐ水路へ… 

  新聞掲載後から、エサをあげに来る方や、保育園が散歩に通ったりとコイ

を見に立ち寄る方が増えているようです。中にはエサやりが上手で 30 匹近

いコイを集める小学生や、網を持ってくる子もいて驚いたとのこと・・・ 

余談 です が…  

 

新聞の写真は記者さんが何日も通い詰めて水中撮影を

行い、やっと撮れた写真だったそうで、取材中に撮影を

試みましたが、うまく撮影できませんでした・・・ 

   

しんどい時こそ、身近な人々の地域への温かい想いが今を乗り

越える原動力になる… 

地域での支えあいに地道に取り組んでいること等、お聞かせく

ださい。 

  宿毛市地域包括支援センター 65-7665 植野・高橋 
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宿毛市社会福祉協議会では宿毛市から委託を受け、目の不自由な方のご家庭

に、毎月「広報すくも」や「社協だより」等を音訳したカセットテープを無料

でお届けする事業を行っています。 

 

テープへの録音は「宿毛朗読サークル・ほほえみ」のみなさんに、長年ご協

力いただき実施しています。 

録音広報の作成・配布をしています 

★ご利用される方の負担利用料は無料です。 

★ご利用できる方 

 広報が読みづらく、録音広報を希望する方。 

 （障がい者手帳の有無は関係ありません） 

★ご利用手続き 

 利 用 を 希 望 す る 方 は 宿 毛 市 社 会 福 祉 協 議 会

（６５－７６６５）へお申し込みください。 
 

緊急小口資金・総合支援資金（生活費） 

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 に よ る 休 業 や 失 業 等 に よ り 生 活 資 金 で お 悩 み の新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 に よ る 休 業 や 失 業 等 に よ り 生 活 資 金 で お 悩 み の新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 に よ る 休 業 や 失 業 等 に よ り 生 活 資 金 で お 悩 み の新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 に よ る 休 業 や 失 業 等 に よ り 生 活 資 金 で お 悩 み の

方々へ、特例 貸付 を実施してい ます 。方々へ、特例 貸付 を実施してい ます 。方々へ、特例 貸付 を実施してい ます 。方々へ、特例 貸付 を実施してい ます 。     

 

◎緊急小口資 金◎緊急小口資 金◎緊急小口資 金◎緊急小口資 金 （ 一時的な資金 が必 要な方【主に 休業 された方】）（ 一時的な資金 が必 要な方【主に 休業 された方】）（ 一時的な資金 が必 要な方【主に 休業 された方】）（ 一時的な資金 が必 要な方【主に 休業 された方】）     

 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用の貸付を行います。 

 対象 者：対象 者：対象 者：対象 者：新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、 

     緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 

 貸付 上限額：貸付 上限額：貸付 上限額：貸付 上限額： 学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20 万円以内 

       その他の場合、10 万円以内 

 据置 期間：据置 期間：据置 期間：据置 期間：1 年以内  償還期間：2 年以内  貸付利子・保証人：無利子・不要 

 

◎総合支援資 金（ 生活の立て直 しが 必要な方【主 に失 業された方等 】）◎総合支援資 金（ 生活の立て直 しが 必要な方【主 に失 業された方等 】）◎総合支援資 金（ 生活の立て直 しが 必要な方【主 に失 業された方等 】）◎総合支援資 金（ 生活の立て直 しが 必要な方【主 に失 業された方等 】）     

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。 

対象 者：対象 者：対象 者：対象 者： 新型コロ ナウイルス感染 症 の影響を受け、 収 入の減少や失業 等 により生活

に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 

貸付上限額：貸付上限額：貸付上限額：貸付上限額：（2 人以上）月 20 万円以内 

      （単身）   月 15 万円以内 

貸付期間：貸付期間：貸付期間：貸付期間： 原則 3 月以内 

据置期間：据置期間：据置期間：据置期間：1 年以内  償還期限：10 年以内  貸付利子・保証人：無利子・不

要 

※郵送受付※郵送受付※郵送受付※郵送受付 がががが 可能 となりました 。可能 となりました 。可能 となりました 。可能 となりました 。     

お問合せ先お問合せ先お問合せ先お問合せ先         宿 毛市社会福祉 協議 会宿 毛市社会福祉 協議 会宿 毛市社会福祉 協議 会宿 毛市社会福祉 協議 会     電話６５ －７ ６６５電話６５ －７ ６６５電話６５ －７ ６６５電話６５ －７ ６６５     
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離職・廃業から 2 年以内又は、休業等により収入が減少し、

離職等と同程度の状況にある方が対象です。 

             
 

 
 

 

             

フードバンクにご協力ありがとうございます 

山本 ゆかり 様 

住居確保給付金 

就職に向けた活動をすること等を条件に、一定期間内（原則 3 ヵ月以内）を

期限に住居家賃の一部等（下記の家賃限度額内）を家主さんに支払いします。 

主な支給要件チェックリスト 

全ての項目にチェックが☑がついた場合は、支給要件をみたす可能性が高い

ため、宿毛市社協にご相談ください。 

項     目  チ ェ ッ ク  

離職・廃業をした日から 2 年以内、又はやむを得ない休業等により収入が

減少していますか？ □ 
 

世帯全員の収入が下記の基準額以下となっていますか？  （単位：円） 

 単身世帯 2 人世帯 3 人世帯 4 人世帯 5 人世帯 

収 入 基 準

額（月額） 
107,000 150,000 178,000 213,000 247,000 

支 給 家 賃

上限 
29,000 35,000 38,000 38,000 38,000 

 

□ 

 

世帯員全員の預貯金額が下記の基準額以下ですか？   （単位：万円） 

 単身世帯 2 人世帯 3 人世帯 4 人世帯 5 人世帯 

金融資産基準額 46.8 69 84 100 100 
 

□ 

離職・休業等の日において世帯の生計を主として維持していましたか？ □ 

混雑を避ける為、来所相談は原則予約制とさせていただいております。 

まずは電話相 談を ！！まずは電話相 談を ！！まずは電話相 談を ！！まずは電話相 談を ！！    宿毛市社会福祉協議会 電話６５－７６６５ 

 


